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産業常任委員会の記録 

(農林振興課) 

招 集 年 月 日 令和５年９月５日（火） 

招 集 の 場 所 松野町議会議場 

開 会 ９月８日（金）  午前 ９時０２分 

閉 会 同  上    午前１０時２３分 

出 席 委 員 安西 博文、山崎 匡、加藤 康幸、森岡 健治、赤松 紀幸、 

山石 恭助、山田 寛二 

欠 席 委 員  

付 議 事 件 説 明 

の た め 出 席 

した者の職氏名 

町長 坂本 浩、副町長 八十島 温夫 

課長 小西 亨、課長補佐 中平 大介 

係長 細川 洋一、係長 古谷 直樹、係長 石川 玲子 

職務のため出席 

した者の職氏名 
議会事務局長 大谷 吉廣、書記 岡崎 智恵子 

付 議 事 件 １ 議案第３８号「令和５年度松野町一般会計補正予算（第３号）」 

２ 認定第１号「令和４年度松野町一般会計歳入歳出決算の認定につ

いて」 
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ただいまから、農林振興課所管の付託案件の審査を始めます。 

議案第３８号「令和５年度松野町一般会計補正予算（第３号）」農林

振興課所管分の審査を行います。 

担当課長に説明を求めます。 

議案第３８号 令和５年度松野町一般会計補正予算（第３号）の

内、農林振興課所管分の説明を申し上げます。 

予算書は１４ページ、６款 農林水産業費、１項 農業費、３目 

農業振興費 及び４目 担い手育成対策費の内、人件費を除く部分

であります。 

詳細は、別添資料により説明します。お断りを申し上げますが、

議員各位におかれましては、全員協議会にて、同様の資料にて説明

をしました経過がありますので、内容が重複しますがご了承願いま

す。そのこともあり、簡潔に説明させていただきます。 

資料１ページが、６款、１項、３目、農業振興費の１８節に予算

計上しましたキウイフルーツ花粉生産実証支援事業であります。平

成２９年度から、順次、事業を進めてきました当事業であります。

前年度の精製機導入により、施設整備につきましては、大きく一区

切りとなりました。今後は、産地化を図るために、栽培面積の拡

大、栽培農家の獲得が課題となります。令和５年度に初めて収穫、

販売にこぎつけることができました。定植、施設整備から４～５年

が必要な事業であり、収穫までの時間がかかる作目ではあります

が、収益性の高い産物であることは確証されてきました。今後は、

いかに安価に施設整備を行い、面積を拡大するかにかかっていま

す。現在、導入していますパイプハウスは、躯体が大きく、施設費

も高額となりますことから、簡易な施設での栽培方法を県指導機

関、販売・流通機関と検討してきました。結果、資料で提示してい

ます施設が、様々な観点において、効率的であるとの結論に至り、

普及のための実証事業を創設し、対応することとしました。今回

は、栽培農家２戸が希望をしておりまして、それぞれの園地に導入
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できる施設を設計し、設備費を積算の上、予算化しています。実証

事業は、輸入花粉相当量の３０キロが収穫可能な面積を一つの目標

とし、また、早期成園化を図るためにも、５年間の事業期間を設定

しています。補助率も２/３とし、できるだけ農家の負担軽減を図り

たい考えであります。補正額は、３，１１６，０００円を計上して

います。 

次に、資料２ページ、４目、担い手育成対策費の１７節に計上し

ました補正予算は、農林公社施設等整備事業であります。老朽化に

より故障した機器、２品目の更新に係るもので、補正予算額は６，

２３５，０００円であります。 

一つは、資料左下の田植え機であります。今年度も修繕をしなが

ら対応はしましたが、植え付け部分の故障が改善できず、次年度以

降に支障を及ぼすため、予算計上をしたものであります。 

もう一つは、資料右下の木材粉砕機であります。この機器は使用

頻度が高い割に、使用内容が荒々しいものであり、故障しやすい機

器でもあります。何回となく修繕も行い使用してきましたが、使用

不能となったため、更新をお願いするものであります。どちらの機

器も、メーカー設定の耐用年数、時間数を大きく上回っており、丁

寧な使用に心掛けてはきましたが、限界となったものであります。 

公社の性質上、町内農家の最後の受け皿的役割でもありますの

で、必要な機器を早急に整備することも不可欠であるため、ご理解

を賜りたいと思います。なお、この機器整備につきましては、過疎

債のハード分を充当し対応することとしております。 

以上、議案第３８号 松野町一般会計補正予算（第３号）の農林

振興課所管分の説明であります。よろしくご審議賜り、ご承認いた

だくようお願い申し上げます。 

担当課長の説明が終わりました。 

委員からの質問を許します。 

説明があったかもしれませんが、このキウイフルーツのこれは、今
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現在が２戸の農家じゃなかったかなと思いますが、それプラス２戸が

新しく取り組むという理解でしょうか。 

キウイ農家は今現在３戸ございます。そのうちの２戸が面積を拡大

したいという希望を出していただいて、今回対応するものでございま

す。 

同じくキウイフルーツ花粉の事業の件なんですけど、先ほどのご説

明で、５年をめどに目標を達成したいということだったんですけど、

その辺のことに関しては順調に今のところ行っているような状況で

しょうかお聞きしたいと思います。 

先ほど説明の中で申しましたとおり、現在県内で使われてる輸入花

粉の数量が３０キロ程度と言われております。産地全体で使ってる量

につきましては１００キロを超えておりますので、全体ではもう少し

多いんですが、県の考え方としては、やっぱり、かいよう病のもとに

なる輸入の花粉を国産に置き換えたいという希望ですので、取りあえ

ずその数量を１つの目標にしております。 

現在、３戸の農家が生産をしている園地面積によりますと、成園化

すると約１０キロの花粉が取れる計算になっております。今回整備す

る面積を足しますと、約２０キロ程度の花粉ができる計算になります

ので、あと今回程度の園地を整備すると１つの目標には達するのかな

とは思いますけれども、それが終着点ではございませんので、できる

だけ産地化をするには面積が欲しいと思っておりますので、目標の数

量と面積拡大、その辺を勘案して、５年の間、割と高い補助率で面積

を拡大していって１つの産地化を図りたいという考えでおりますの

で、ご了解いただけたらと思います。 

それでは、採決に移ります。 

ただいま審査しております、議案第３８号について、原案のとおり

御承認いただけますか。 

（異議なしの声） 

賛成全員です。 
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したがって、議案第３８号「令和５年度松野町一般会計補正予算（第

３号）」農林振興課所管分は、原案のとおり可決すべきものと決定いた

しました。 

続いて、認定第１号「令和４年度松野町一般会計歳入歳出決算の認

定について」、農林振興課・農業委員会所管分の審査を行います。 

担当課長に説明を求めます。 

認定第１号 令和４年度松野町一般会計歳入歳出決算の認定につ

きまして、農林振興課、農業委員会の所管分を説明いたします。 

決算書は４１ページ、成果説明書は６４ページからとなります。 

まず、６款 農林水産業費、１項 農業費、１目 農業委員会費

は、１０，４５９，０２４円の決算額です。支出の主なものは、農

業委員１３名、農地利用最適化推進委員６名、および事務局職員の

人件費や、県農業会議への拠出金などであります。 

農業委員会組織については、制度改正後３期目の改選期でありま

した。全１９名の内、４名の農業委員、３名の推進委員が新任とな

りました。成果表の項目１、２に記載のとおり、法改正がなされる

度に、農業委員の業務が増大している実態もあります。その活動支

援のために、国の農地利用最適化交付金が制定されており、令和４

年度から活用することとしました。 

しかしながら、併せて活動状況の公表、報告が必須項目として追

加され、かつ、その活動内容に応じた点数による評価、査定を経て

の交付に変更されました。厳しい条件が追加されての交付申請とな

りましたが、委員の活動実績が認められ、交付金額は９１２，００

０円の満額交付となりました。委員の献身的な活動に感謝を申し上

げたいと思います。 

年間の活動としましては、毎月となる１２回の定例農業委員会総

会を開催しており、農地法第３条、４条、５条に基づく農地の所有

権移転、転用など合計１７件、４１筆の審査を行いました。また、

農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定につきましては、１０
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５件、２５９筆の申請を受理、承認をしているほか、必要に応じて

法的手続き、相談業務を実施しています。 

 その他、農地の適正な管理のため、農地基本台帳の整備を行い、

農地情報公開システムの活用に努めるとともに、９月には、農業委

員、農地利用最適化推進委員、行政が一体となり、町内部落ごとに

農地パトロールを実施しており、遊休農地の把握や違反転用の発生

防止に努めました。 

成果表はページが移り、６５ページ上段、最終項目８ですが、農

業委員、推進委員が、現地確認などに活用するため、タブレット３

台を導入しています。導入経費は、項目ごとに、国の交付金を充当

しています。現地確認アプリを利用することで、円滑な相談も対応

でき、また、地図による現地確認ができています。 

 次に決算書４２ページの２段目、成果説明書は６５ページ下段、

２目 農業総務費の決算額は２４，０１３，１４８円です。主なも

のは、職員の人件費や事務経費、課所管の公用車管理費のほか、鬼

北地区農業改良普及事業推進協議会、町土地改良区への事業補助金

など、広域的な農業推進組織、団体への負担金、さらには経営所得

安定対策直接支払推進事業に基づく町農業再生協議会への補助金と

なります。   

※印は、令和４年産の米政策に係る経営所得安定対策の生産実績

となります。９８３トンの生産目標数量に対して９５４トンの実績

です。水田活用の直接支払交付金は、飼料作物や野菜等に転作した

合計２１．７haに対して４，１２４，１９０円が国から直接農家に

交付されています。 

次に決算書４２ページ下段から４３ページ上段、成果説明書は６

６ページから６８ページ、３目 農業振興費の決算額は３９，５３

４，８８９円です。 

 項目１は、工事関係で、２ヶ所の解体・改修工事の内容であり、

項目２は、負担金等の内容です。 
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（１）から（４）、及び（８）につきましては、鬼北地域農業振

興協議会、北宇和高校農業教育振興協議会、鬼北地域果樹農業活性

化促進協議会などの団体の活動に対して、例年どおりの支援を行っ

たものであります。 

（５）は、ＪＡえひめ南が事業実施主体となり、鬼北町にある柚

子搾汁施設を、３年計画で改修している事業の２年目であります。

事業費１/３の市町負担金の内、出荷割合により算出した松野町分の

事業負担金１，６６７，０００円であります。 

（６）の農業振興費補助金は６，３１１，０２８円であります。

作目生産部会等に対する支援で、農協の生産部会、公社等を通じ

て、栽培管理対策、梅振興対策、振興作物推進対策、生産・流通加

工対策、有害獣対策に対して助成しています。 

 アの管理対策補助金では、野菜部会以下、８つの部会、部門の会

員に対して、園地土づくり、改植・新植の推進、資材購入への助成

を行いました。 

６７ページに移り、イの梅振興対策では、加工に係る原材料など

に対して、ウの振興作物推進対策では、農林公社などが実施した梅

ハウスの改修や育苗ハウスのパイプベンチの購入、キウイ花粉事業

の実証試験などに助成を行っています。 

エの生産・流通加工対策では、かごもり市場品質向上対策への支

援、桃の出荷に伴う流通経費に対する支援を行っています。 

オの有害獣対策は、国、県事業の対象外となる軽微な対策も含

め、町内の要望６件に対応したものであります。 

（７）の農業団体補助金７５０，０００円は、農協の生産部会や

協議会、グループなど１０団体に対する運営費補助金として支出し

ています。 

６８ページに移り、（９）の特産品振興支援事業２，１９４，４

６０円は、市町振興協会の助成金を受けて実施したものでありま

す。補助率は１/２、事業実施主体は、町特産品販売促進協議会とな
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ります。活動内容は、「虹の森公園まつの」の販売促進活動であ

り、米の統一ブランド「まっさら米」の立ち上げ、販売開始に伴う

ものが主な事業であります。地域ブランド米として、奥内地区の棚

田米も販売を開始し、併せて支援を行ってきました。 

（１０）は、県補助事業の未来型果樹産地強化支援事業で、キウ

イフルーツ花粉事業の精製機購入に係るものであります。事業実施

主体は松野町農林公社であり、税別の金額８，４８２，０００円を

助成し、うち１/３が県費補助金となります。 

（１１）は、肥料・燃料価格高騰緊急支援金であり、地方創生臨

時交付金を財源に、主食用水稲の生産農家に１０aあたり７，０００

円を支援したものであります。総数は２８３人、支援額は１３，５

１４，６００円であります。 

次に決算書４３ページ、成果説明書は６９ページの４目 担い手

育成対策費の決算額は６０，３８３，５９８円であります。 

 項目１としまして、農業部門の地域おこし協力隊の内容を掲載し

ています。当該年度は、年度末時点で、３年目１名、１年目１名の

２名の協力隊員が在籍しており、農林振興課担当職員や農林公社、

県鬼北農業指導班の指導を受け、開発団地の再生、加工桃の栽培、

町特産品目の栽培技術の習得等に努めてきました。３年目の隊員に

おいては、桃栽培に加えて、卒業後を見据えた農業活動も実践して

きました。活動経費は、特別地方交付税で措置されており、報酬、

旅費、家賃、自動車借上料のほか、活動に係る需用費に充当してい

ます。 

 項目２の委託料では、（１）総合営農拠点施設等の指定管理者で

ある株式会社松野町農林公社に対して、営農拠点施設や育苗施設、

梅加工施設などの指定管理料として、２３，９５０，０００円を支

出しました。通常の管理料に加えて、追加支援分の対応をいただい

たものであります。 

 項目３は、農林公社の施設改修として対応したものであります。
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老朽化したトマトハウスＡ棟自動カーテンの張替工事で、合計１，

７２７，０００円であります。 

項目４は、備品購入であり、コンバイン他の購入であります。 

項目５は、補助金関係であり（３）は、多くの農家要望に対応し

たアグリレスキュー事業に対する補助金として、３，５００，００

０円を農林公社に支出しているほか、（４）は、農業を始めて間も

ない新規就農者１名に対して、県から給付される農業次世代人材投

資資金８４３，７６６円を支出しています。 

 （５）は、町単事業の認定農業者経営支援事業で、１１名の認定

農業者に対して、農業機械等の設備更新に２，２００，０００円を

支出しているほか、（６）は、担い手育成対策事業費補助金とし

て、農業経験のない協力隊員の指導、研修生の受入対応に対し、

３，５００，０００円を農林公社に支出しています。 

（７）は、町農林公社の農業研修生受入の体制整備と、認定農業

者の機械整備のために、県の担い手総合支援事業を活用して実施し

たものであり、事業総額は４，１７８，０００円であります。詳細

としまして、アからエに記載をしています。高所作業車は社会事情

による繰越分であります。 

次に決算書４３ページ最下段から４４ページ上段、成果説明書は

７０ページ、５目 農地費の決算額は２０，６３０，０３０円であ

り、支出の主なものは、農業農村整備事業に係るものであります。 

項目１、２は、目黒西の川地区農道舗装工事関係で、測量設計、

工事費を合計して９，１２３，０００円であります。舗装が完了し

たことに伴い、町道陽の地線の延長部分として移管をしました。 

項目３の県営中山間地域総合整備事業に係る負担金は、町負担金

１０％、地元負担金５％分の６，７５０，０００円の支出で、各地

区の内訳は、記載のとおりであります。この事業は、水路改修を残

すのみとなっており、令和５年度で完了となります。 

項目４は、令和４年度から新規に制度設計した町単独事業であり、
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農道や水路等の簡易な改修に対応するための助成事業であります。年

間５部落分を予算計上しています。事業費１，０００，０００円を限

度に９割を助成するものであります。当該年度は、一覧にある部落の

申請を受け付け、それぞれの水路改修が実施されました。令和５年度

も、後の５部落から申請を受けており、２年間で全ての部落の要望に

対応しています。まだまだ、要望箇所は多いため、当面継続する必要

性を感じています。 

次に決算書４４ページ２段目、成果説明書は７１ページから７２

ページ、６目 日本型直接支払事業費の決算額は４２，２７３，７

４０円であり、この主なものは、中山間地域等直接支払制度と多面

的機能支払制度の二つの制度に取り組んだものであります。 

 項目２の中山間地域等直接支払交付金は、町内２０集落が協定を

結び、交付対象面積は約１８１．８haとなっており、３１，９０

６，８６２円を交付しています。依然として、生産条件の厳しい傾

斜のある農地において、維持、保全の大きな支えとなっています。 

交付金額の内、国が１/２、県、町が１/４ずつを分担する仕組み

であり、次の多面的機能支払交付金も同様であります。 

 項目３は多面的機能支払交付金であり、１４の集落が取り組みを

実践しており、交付金の合計は９，１０７，５００円であります。 

７２ページに移り、事業ごとの内訳は、（１）アとして、農地の

多面的機能を支えるための農地維持支払交付金、共同活動の状況を

イとして、農道や用水路等の補修や更新等を支援する資源向上支払

交付金の状況を記載しています。 

次に決算書４４ページの３段目、成果説明書は７３ページから７

４ページ、７目 鳥獣被害対策費の決算額は３４，７３８，４２５

円であります。 

内容としましては、先ず、項目２の有害鳥獣捕獲報償費が９，２

６９，０００円であり、駆除に対する報償費で、その実績は、シカ

の４８４頭を筆頭に記載一覧のとおりであります。 
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項目３は、有害鳥獣対策で活躍している森の息吹に対する、有害

獣解体処理施設の指定管理料として４，７００，０００円を支出し

ています。 

項目４は、備品購入であり、処理室の衛生管理のための電解次亜

水生成機の購入であります。 

ひとつ飛んで、項目６は、鳥獣被害防止施設整備事業として、３

名の認定農業者等に対して、進入防止柵の設置費用の２/３、県補助

金も含み１，０８８，９６４円を補助しています。 

項目７は、一斉捕獲の実施、有害鳥獣の捕獲や確認などの事業に

対して、鳥獣被害対策事業費補助金６，８００，０００円を、森の

息吹に対して支出しています。活動の内容は、（１）から（３）に

具体的に記載をしました。防止のための捕獲活動、ジビエとしての

有効活用の状況をご確認願います。 

７４ページに移り、項目８は、鳥獣被害防止総合対策交付金であ

ります。（１）は、例年どおりの緊急捕獲活動支援事業、いわゆる

捕獲報償費の追加措置分であります。県費１０/１０の補助率で、総

額６，６２５，０００円であります。捕獲頭数は報償費の実績と同

様であり、成獣、幼獣別の単価により算出しています。 

（２）は、備品購入に係る内容であり、受け入れから出荷まで、

在庫管理も含めた一元管理システムを導入しています。消費者が商

品についている QRコードを読み取ることで、商品の情報を入手する

ことができ、トレーサビリティにも対応したものであります。シス

テムに係る部分は補助対象であり１０/１０の補助率であります。 

項目９は、県の補助事業である「ひめチャレ」を活用し、まつの

ジビエの販売促進活動を行ったものであります。大臣表彰の受賞、

長引くコロナ禍を契機とした、販売戦略の展開であります。内容

は、一般向けの商品開発と直売所の設置、更には、新たなジャンル

開拓として、ペットフードの商品開発と販売を開始したものであり

ます。事業費総額は、１，２９８，１３０円で１/２の県補助を受け
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ています。 

次に決算書４４ページ最下段から４５ページ上段、成果説明書は

７５ページの上段、２項 林業費、１目 林業総務費の決算額は２

０，３４４，５３７円であり、山林委員１２名の報酬、職員の人件

費と、林業関係各種団体への負担金が主なものであります。 

次に決算書４５ページ中段、成果説明書は７５ページ中段から７

６ページ上段、２目 林業振興費の決算額は３５，４０８，６１１

円であります。 

項目１は、担い手確保対策としての旅費、会場の借上料でありま

す。以下、括弧書きで森林環境譲与税と標記している項目につきま

しては、譲与税を財源充当しています。 

項目３の委託料では、表の２段目、森林経営管理法に基づく森林

経営管理業務として、森林環境譲与税を財源に、奥野川・延野々地

区での森林整備を実施しています。３段目は、林道橋梁の内、老朽

化に伴い、補修の必要なものを、年次的に手入れするものの調査設

計委託であります。 

項目５の負担金では、（１）南予森林管理推進センターの運営費

負担金に２，５１２，０００円を支出しています。この負担金も、

全額、森林環境譲与税を充当しています。 

（３）搬出間伐促進事業費補助金に３，３３６，４８４円を、７

６ページに移り（４）造林事業費補助金としては、県造林事業補助

金の交付対象となった経費の１０％の継ぎ足し補助を行い、５，４

９８，８５３円を支出しています。 

（６）は、森の国まきステーションの運営費補助として７，００

０，０００円を支出しています。ぽっぽ温泉の排煙装置故障によ

り、約１０ヶ月の間、まきの出荷制限が続くなど、厳しい状況が続

いてはいましたが、経営努力により黒字決算を維持できています。 

項目６は、森林環境譲与税基金積立金であります。先ほど説明し

ました充当分の残額１３，０５２，９８０円と利息４，２９５円の
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合計１３，０５７，２７５円を基金として積立を行いました。基金

の最終残高は２７，３７６，１０８円であります。 

次に決算書４５ページ下段から４６ページ上段、成果説明書は７

６ページの中段、３目 森林基幹林道整備費の決算額は７，４５

６，０８６円であります。 

項目１は、委託料であり、工事に係る測量設計の他、年間を通し

た管理のための草刈りなどの清掃業務であります。 

項目２は、工事請負費で、延野々遊鶴羽線の開通を見越し、奥野

川側の法面崩落防止対策を行ったものであります。 

項目３は、広域基幹林道豊岡宮川線の事業費負担金１，３４５，

０００円、項目４は、緑資源幹線林道広見篠山線、日吉松野線の開

設に伴う受益者組合助成金１，８８１，７２３円を支出していま

す。 

次に決算書４６ページ２段目、成果説明書は７６ページの最下

段、３項 水産業費、１目 水産業振興費の決算額は１，００２，

０００円であります。広見川と目黒川において、例年どおり漁業協

同組合等が実施したウナギとアユ等の放流事業について、広見川漁

協に２６９，０００円、目黒川協議会に２１５，０００円を支出し

ました。 

それに加え、高知県流域も見据えた広域的な種苗対策として、令

和４年度から、広見川に２８８，０００円、目黒川に１８６，００

０円の追加放流を実施しました。全てを合わせた総額は９５８，０

００円であります。その他、広見川漁協、目黒川協議会への運営費

補助金を支出しています。 

歳出の最後、ページは少し進んで、決算書の６３ページ下段あた

り、成果説明書の１１６ページの上段、１１款 災害復旧費、１項 

農林水産業施設災害復旧費、２目 林業施設災害復旧費の決算額は

４８３，０００円であり、林道小唐井線の災害復旧に係るものであ

ります。支出は、測量設計委託のみであります。工事につきまして
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は、林道施設内に水道施設が敷設されている関係もあり、昨今の社

会事情により、物資の供給が追い付かないことなどに鑑みて、令和

５年度に繰越としています。令和５年８月末の工期をもって完了の

運びとなっています。 

以上が歳出決算についての説明であります。 

次に歳入ですが、主なものにつきまして決算書にて説明いたしま

す。 

まず、８ページ最上段、２款 地方譲与税、３項、１目、１節 

森林環境譲与税は、１６，９００，０００円です。 

次に、９ページの中段あたり、１２款 分担金及び負担金、１

項、１目 農林水産業費分担金、１節 農地費分担金は、中山間地

域総合整備事業に係る地元分担金２，２５０，０００円です。 

次に、１２ページ下段、１４款 国庫支出金、２項、４目、１節 

林業振興費補助金は６７７，０００円で、内容は備考の説明のとお

りであります。 

次に、１４ページ最下段、１５款 県支出金、２項、４目、１節 

農業委員会費補助金は、農業委員会の運営に対する交付金で３，９

９８，９９４円、２節 農業総務費補助金は、経営所得安定対策事

業に対する県補助金で１，８７５，０００円、３節 農業振興費補

助金は、えひめの未来チャレンジ支援事業と、未来型果樹産地強化

支援事業の補助金で、合計３，４７６，０００円であります。 

ページが１５ページに移り、４節 担い手育成対策費補助金は、

備考欄説明のとおりで、総額１，６８４，７６６円であります。  

５節 日本型直接支払事業費補助金は、中山間地域等直接支払交

付金２３，９３０，１２７円、多面的機能支払交付金６，８３８，

６２２円と、推進事業費補助金を合計して総額３１，１２１，７４

９円となります。 

６節 鳥獣被害対策費補助金は、駆除の補助として、有害獣駆除

対策事業費補助金３，１４５，０００円、鳥獣被害防止緊急捕獲活
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動支援事業費補助金５，７１４，０００円、設備整備の補助とし

て、ジビエ利用拡大加速化支援事業費補助金３，０８０，０００円

ほかで、合計１２，５０８，８００円であります。 

全節を合計し、４目 農林水産業費県補助金の合計額は、５４，

６６５，３０９円であります。 

次に、１８ページ最上段、１８款 繰入金、２項、５目、１節 

土地改良区運営支援基金繰入金は６，６２２，５２８円で、基金の

閉鎖に伴い基金会計から繰り入れたものであります。 

次に１９ページ最上段、２０款 諸収入、４項、１目 雑入、９

節 市町振興協会交付金の備考欄、市町振興協会助成金１，７０

０，０００円の内、特産品振興支援対策事業分が１，０１０，００

０円となります。 

最後に、２０ページ、２１款 町債、１項、１目、１節 過疎対

策事業債の内、農林振興課所管事業分としまして、ハード事業分３

３，２００，０００円、ソフト事業分１５，７００，０００円の合

計４８，９００，０００円が含まれています。対象事業につきまし

ては、成果説明書の６、７ページに記載されているため、各自、ご

参照願います。 

以上、大変長い説明となりましたが、認定第１号 令和４年度松野

町一般会計歳入歳出決算の認定についての内、農林振興課、農業委員

会の所管分についての説明であります。よろしくご審議賜り、ご承認

いただきますようお願い申し上げます。 

担当課長の説明が終わりました。 

委員からの質問を許します。 

１点だけお聞きしたらと思います。 

成果説明書の６８ページなんですけれども、肥料燃料価格高騰分の

対策として新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金で一

反当たり７，０００円の肥料代、また燃料代の補助が出たと思うんで

すけど、恐らく交付金は今年度で終わりなのかなと思っているんです
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けれども、米農家にとって非常に助かった政策でして、来年度はやは

りこういう形での補助金というのは、どういう意向になるのかお聞き

したらと思います。 

もう恐らく、来年度はないんだろうなというふうには感じているん

ですけれども、お答えしていただけたらと思います。 

この交付金につきましては、４年度５年度と対応させていただきま

した。どちらも臨時交付金の交付があったことを原資に行っておりま

すので、交付金の交付がなければ、同等のものをそのまま続けるとい

うのは厳しいのかなというふうに感じております。依然として肥料、

燃料が高騰したままで下がらない実態は把握しておりますので、今後

どういった形で支援ができるのか、また検討させていただいて対応し

たいと思いますが、米農家につきましては人数も多いし面積も広い、

扱う量が大きいということで、なかなか際に触れての助成が出来なか

ったのが実態であります。 

今回のようにある程度大きな財源をいただくと、広く皆さんに支援

をすることができるんですが、その辺の交付金の状況を見ながら、今

後検討させていただいたらと思います。 

内容についてはよく理解させていただきました。財源も要ることで

すのでなかなか厳しいとは思うんですけれども、先ほど、課長がおっ

しゃられた燃料もしくは肥料の高騰というのは、ずっと続いておりま

す。 

米価の上がり方についても、僅かに上がったぐらいでして、今年に

おいてはもし何か対策等で補助ができるようであれば、ご検討をして

いただいたらと思います。 

１点ばかりちょっと、お聞きしたいんですけど、成果説明書の林業

振興費負担金等の内容について、南予森林管理推進センター負担金、

２,５１２，０００円、これ森林環境譲与税からということになってま

して、森林環境譲与税基金積立金１３，０００，０００円、その中か

ら２，５１０，０００円は補填したということですよね。ちょっとそ
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こが、ちょっと合点がいかんもんで、もう１回ちょっと説明のほどを

願いたい。 

今回、７５ページの成果表で説明をさせていただいた、かぎ括弧を

つけて森林環境譲与税を財源に充てているという説明をさせていた

だきましたが、これにつきましては当該年度分で交付を受けた譲与税

をそのまま充当いたしております。４年度については、交付を受けた

ものを全て使い切っておりませんので、その残額を最終的に基金に積

立てたということになっておりますので、ご理解いただいたらと思い

ます。 

そこで、一応これ令和４年度森林環境譲与税のこの事業費の中では

ないわけですよね。もしそれであれば、この繰越しっていうそこ、金

額的に、左右すると思うんやけど、ちょっと私の勉強不足かもしれま

せんがちょっと合点のいかんとこがありまして、トータル的にはこの

中でするんやったら２００何万円、事業、譲与税のほうが３００何十

万円、ちょっと数字的なもの、再度ちょっと説明願います。 

７６ページの２目林業振興費の６番のところを見ていただいたら

と思います。森林環境譲与税を充当したものが３,８４７，０００円余

りで、それに基金の利息を足した積立ての支出をしたものの合計が１

３，０００，０００円余りです。それを基金に足し込んだ最終的な４

年度末の基金の残高が２７，０００，０００円になっているというふ

うに説明を申し上げたところでございます。 

森林環境譲与税の使途については、山石議員さんからも林業関係で

一般質問を受けたときに、少し譲与税の内容については触れましたけ

れども、林業整備に係る部分、森林経営管理法に係る部分について活

用をしなくてはなりませんので、それに財源を充ててまいりました。 

４年度につきましては、まだ交付を受けたもの全てを使い切ってお

りませんけれども、その中でも少し申しましたように、令和５年度か

らは、経営対策事業についても、ボリュームを増やして、森林整備に

力を入れておりますので、令和５年度については、譲与税満額支払い
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をする予算立てをさせていただいております。 

そういうことを見ましたら、令和６年で譲与税というのは満額の交

付で２０，０００，０００円を超えるんですけれども、支出のほうも

増額をしてきますので、基金については積立てておりますけれども、

あまりこう増えていくものではないというふうな見通しを立ててお

ります。そういうことにもを鑑みまして、この森林環境譲与税につい

ては有効に活用していかないといけないと思っておりますので、その

点またご理解をいただいたらと思います。 

要するに何でもですけど森林環境譲与税そのものを、南予森林管理

推進センターの負担金に充てるのはどうかなと、あくまでも、森林環

境税は、ほかにする事業に対して出していただいてですね、ただこの

負担金だけに、譲与税を充てるんは、私個人としてはどうかなと思い

ます。 

そこで見解をちょっと聞きたいと思います。 

センターの設立から譲与税の充当につきましては、これはもう既

に、何年も経過をしておりまして、その当初から議会に説明して予算

計上させていただいておりますので、経過を振り返ることはどうなの

かなと思うんですが、森林管理推進センターをつくった経緯というの

は、各市町でこの森林環境譲与税を全てフルに使うことがなかなか難

しい状況がありますので、それを解決するために、宇和島市、鬼北町、

そして南予森林組合と一緒に立ち上げたセンターでございます。言わ

ば、本来市町がやらないといけない仕事をセンターに預けてやってい

ただいておりますので、本来、この財源を活用して町がする仕事をセ

ンターでやってもらっている。ですから、センターにこの譲与税を充

当することは何ら問題ないと思っておりますし、反対に、一般財源を

充ててこの仕事をすることのほうが、私は問題になるのではないかと

いうふうに思っております。 

センターにつきましては、大きな２つの責任を持って仕事をしても

らっております。１つは先ほど来から言っておりますように、森林整
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備の基本になる部分についての仕事であります。それともう１つは、

仕事をしていく上でどうしても必要なのが担い手の確保であります。

その担い手の育成確保する部分についても、単体の市町ではなかなか

進んでいかないのでこのセンターでやっていただいている実績がご

ざいます。その点についても研修制度でありますとか、一般質問の中

でお答えをさせていただいておりますので、余り細かく重複は避けた

いと思うんですが、センターの活動自体は本来市町がやらないといけ

ない部分を、３市町と森林組合の合同でやっているということでござ

いますので、その点、センターの性質とか、仕事の内容をご理解いた

だきまして、この充当についてもご理解をいただければと思っており

ます。 

根本的に譲与税は、使い道等、それは国のほうから、このように使

いなさいと、そういうあれはないかもしれませんが、現実においてで

すね、譲与税は間伐等、いろいろそういった方面に、いろいろな使い

道があると思うんですよ。こんな負担金の中に譲与税を押し込んで負

担するよりかはですね、個人個人がいろいろ山を持っとる。そういっ

た中で間伐もしたい、木も切りたい、いろいろな面に使い道あると思

うんですらえ。そこらはちょっと、合点が個人的ですよ。あくまでも、 

ただ、国のほうで、負担金でも使うてもええわえというそういった、

規定も、ないかあるか、ように分かりませんけど、何でも、例えば、

ふるさと納税納めたらそれは自由に使いなはいよ、これを、この項目

やった、使ってもいいですよと、そういうのと一緒でですね、何でも

やっぱある程度の基本はあると思うんですよ。いきなり譲与税からこ

れ負担金にまわしたらええと、そうやなしに、やっぱ個人個人の、そ

ういったものをね、身になって、ほかの使い道があるんじゃないかと。

山の木も邪魔になって切りたいけど、それは高齢者で切れん。そうい

ったときに誰かに来てもらおう。まして今から高齢者が多くなってく

るわけですから、そういう、私の考えで、いやこういうとるけど私が

言いよるだけな話であって、あなたたち理事者がする意味はないと思
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うんですよ、私の個人の考え言いよるんですから。そこらようにして、

答弁してください。 

森林環境譲与税、森林環境税、国民から税を預かって、市町村ある

いは都道府県に分けて配分していただく、その仕事を、今言いました

ように何でもええっていうわけじゃないんです。森林を守ること、特

に放置森林をどうするか、そして担い手を確保すること、それをやっ

てるんです。森林管理推進センターでその仕事を、ただそれは松野町

だけではなくて宇和島、鬼北、松野の３市町でやったほうが効率がい

いから、人も集まるからやってます。そこのセンターに森林環境譲与

税、本来の使用目的である森林環境譲与税を負担金として入れる。私

は何の問題もない、これは、愛媛県下でも先進的な事例です。そうや

ってセンターをつくって、森林環境譲与税でやらなければいけない仕

事を共同処理するということ。分かりますか。 

分かりますか、言うて下目で言うてもろうても困るんです。分から

ないから聞きよるだけであって、そうでしょう。何でも基本があるん

ですよ。これを使うたらええて、基本があるわけですから。今みたい

に、町長言われたように目下で分かりますか、分からんから聞きよる

んですよ。それはちょっと、私はこれ専門家やありませんもんで分か

りませんが、あんまり理事者の方、目下のほうで分かりますか。分か

りますか言うて、私が議員になってもいろいろなことがあるんですか

ら、これ専門に担当でやっとるわけやないですから、そのために担当

課いうのがあるんですから。そこらを我々の分かりやすいように説明

してもらわんといけません。 

それではすいません。私の態度が悪かったんだと思います。 

森林環境譲与税は、その使い道があります。森林を守るため担い手

を確保するためです。その仕事を南予森林管理推進センターでやって

ます。ですから、その仕事をやってる以上、森林環境譲与税をその負

担金として、入れています。私はそれは問題がない、県下で先進的な

事例でもありますし、評価をいただいていると思っています。 
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分かりました。 

私もね、それなりにいろいろ勉強もしてきたと思ってますし、要す

るにやっぱりこういうのはね、何回も言うたけど、基本もあってこれ

はこうに使い道とか、それはいろいろあると思いますもんでそれはそ

れなりに私も勉強する余地もあると思いますもんで、また理事者の方

もですね、そこらもいろいろ１足す１は２やなしにちょっと１足す１

が２．５ぐらいでも構わない、ちょっとこう、幅の広いものの考え方

で、そういった使い道とか、いろいろな面も工夫していってもらった

ら、ありがたいなと思ってます。 

鳥獣対策の件についてちょっと、お聞きしたいと思います。 

特にサルの被害なんですけれども、昨年の実績では、１４頭を捕獲

してるという実績があるんですが、その捕獲以外に、何が言いたいか

言うたら最近、豊岡とかそういったところにも、うちの近所も含めて

なんですけど、猿が大分頻繁に出てきてますので、特にこれといった

大きな被害は聞いてないんですけど、ちっちゃな子どももおったりし

て、人への被害がちょっと、懸念というか、ちょっと心配なので、そ

の捕獲以外に、追い払うとか、サルをその地域からちょっと、よそへ

移したらまた被害が出るんですけど、そういったサルが頻発すること

に対しての捕獲以外の対策とか、そういったものがあればちょっとお

聞きしたいなと思います。 

有害獣の被害を防止するためには、大きく３つのことがあると言わ

れております。 

１つはそのものを取ってしまう駆除ですけれども、あとは、地域で

防御をする、もうサルが入らないことをやる。それと追い払ってしま

う。そういうことが、やっぱり基本の大原則としてはございますので、

被害の防除をするためには、やはり駆除の最先端である猟友会を中心

とした、駆除隊にお願いをしているところがありまして、その方たち

の追い払い活動というのも、実際にはやっていただいております。 

これはいたちごっこになるところがどうしてもありますので、最終
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的に捕獲まで行くのは、特にサルという動物については、難しいとい

うのはもう皆さんご承知のとおりだと思うんですけれども、農作物へ

の被害が出ることを食い止めるのが私たちの担当分野の仕事であり

ますが、宇和島とか都市部においては、イノシシが住宅地の中に出た

とか、サルが住宅地の中に出てとかいうことが、報道でもなされます

が、松野は農地と住宅地の境目が余りないので、どこに出てもそうい

う報道はされませんけれども、人家の近くでサルが出没したとかいう

話は、もううちにも再々かかってきます。その都度、猟友会の方に、

追い払いとか駆除のお願いをして地道に活動してもらってるという

のが、今の状況でございますが、やはり防御せずに被害に遭うという

のは避けていただきたいなと思うので、防御施設の助成とかもやって

おりますし、そういうものを活用して、なるべく被害に遭わない状況

をつくっていく。それは、できれば、個別ではなくて、地域全体で対

応しましょうね、という指導も私たちもさせていただくし、そういう

助成の内容も、説明をさせていただいたりしますけれども、なかなか

金額もかかりますし、うまくいかないっていうのも現実はあると思い

ます。しかしながら今は、昔は電柵を張ってましたけれども、それの

管理がなかなか難しい。草が当たると、機能を発揮しないということ

もあるので、今は鉄の柵を張り巡らしてるっていうのが現実的な防衛

になっております。それも大分浸透してきておりますので、主要な部

分の囲い込みは結構終わってきてはいるのかなと思いますが、そうな

ればなるほど、やってないところに対しての被害が集中するというこ

とになりますので、今からはそういう個別な個人のあまり生業として

じゃない農業、家庭菜園の延長みたいなところに対しての被害が結構

増えておりますので、そういうところをどう防御するかということも

ひとつ視野に入れてやっていかないといけないと思いますが、なかな

か決定打というものがありませんので、何回も言うように、地道な活

動を続けていくしかないかなというふうに思っております。 

また猟友会の方たちと、森の息吹と一緒になって実践をしていきた
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いと思いますので、またよろしくお願いします。 

先ほど具体的な事例としては挙げてなかったんですけど、うちの事

例なんですが、ちょうど庭にスイカをたまたま２、３個作っとって、

そしたらちょうど今から食べろうかなというときに、サルがちょうど

来まして、それで、サルがもう抱えて、その目の前を通ったので、そ

のスイカぐらいなら大した被害じゃないんですけど、ちっちゃな子ど

もとかおった時に、それ直接人的に被害が出ても困るなというのがあ

って、私はその時には、ロケット花火で追い払いはしたんですけど、

２、３回そういうことを繰り返していくとしばらくは来なくなるんで

すが、またほとぼりが冷めたら、また出てくることなんで、課長が言

われたように、いたちごっこであると思いますが、なかなか有効な対

策がとれんのも分かるんですけど、被害が出ないうちに、特に人的な

被害、農業的な被害ということを言われましたけども、最終的に人的

な被害が出ると、ちょっと大変なことになると思いますので、地道な

活動の中に、ちょっとどのようにしていったらいいか、具体的な対策

をまた検討していただいとったらというふうに思います。 

人・農地プランについてお伺いをしたらと思います。 

農地利用最適化の推進が農業委員会の必須業務となり、新たに農地

利用最適化推進委員制度が設けられまして、農業推進の基礎となる、

農地の利用の最適化を図るための人・農地プランの策定への参加が法

定化されるとともに、農業委員と推進委員の報酬等に対する財源支援

の交付金も設置されたところでございます。 

そのような現状におきまして、各地域の実態に基づいた農地利用を

図り、特に農地の集積・集約の実現には、大変な業務であると考えま

す。そのような状況下にあって現在、人・農地プランの推進状況がど

のようになっておるのか、ご説明をいただいたらと思います。 

それともう１点ですが、成果表の７６ページ、３目に、森林基幹林

道整備費というのがございまして林道維持管理業務委託料、１,２０

５，５９４円が支出をされております。これ継続的に支出されている
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ようでございますが、それの業務内容と委託料の積算の考え方、それ

から財源等について、お教えをいただいたらと思います。 

まず１点目の人・農地プランの推進状況でございます。 

これは以前に説明をさせていただいた時に関わっていただいた議

員さんなら、ご存じかもしれませんが、３年前に実質化をしなさいと

いうことが、国から言われまして、そもそも作っていた人・農地プラ

ンが実効的なのかどうなのか、その実態を含めてしっかりと実質化を

しなさいということを言われまして、各１０部落に入っていって、現

在の耕作者が１０年後どうなりますかという地図をつくって、皆さん

と話し合いをさせていただいた経過がございます。 

その時には、農家のアンケートをまずやって実態を把握した上で地

図をつくって、コロナ禍であったので余り多くの方に集まっていただ

けなかったんですが、農業委員さんや主要な農業関係者の方に集まっ

ていただいて、部落ごとに全て話し合いをさせていただいて、再度ま

とめあげたものが、人・農地プランを実質化したということになって

おります。 

今はそれを人・農地プランをなるべく実効的に進めていくというこ

とが、その推進をするということになりますけれども、人・農地プラ

ンについては、人と農地を結びつける、農業の未来予想図みたいな言

われ方をしておりまして、まさにそのとおりだと思っております。そ

こには、地域の中で、農業を担っていく人の名前も具体的に記載して

おりますし、そこに載っていることが国の補助事業、県の補助事業の

対象にもなるというふうな位置づけでありますので、そのものについ

ての重要性は十分認識しながら進めさせていただいております。 

このプランの推進を図るためだけに、年に１回は集まっていただい

て各地区での協議もしながら、内容の精査もさせていただいておりま

すし、農業委員会の定例会をする中でも、農地の流動化をするのに、

このプランとの整合性はあるのかないのか、その中に担い手の位置づ

けがあるのかないのかというような視点からも協議をしていただい
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ておりますので、農業委員会の活動の基本的な部分に、この人・農地

プランを位置づけながら事業を進めておりますので、その年度ごとの

更新をさせてもらいつつ、内容の精査も図りながら、できるだけ多く

の方に、このプランの中に名前を刻んでいただいて、農業担い手とし

ての位置づけを明確に自分で確認をしながら、農業に参画していただ

きたいということで、その状況については推進しているところでござ

います。 

今年の当初予算の説明の折に、この人・農地プランが今度地域計画

という違う法律に置き変わって、また計画をまとめ直さなくてはいけ

ないんですということを、若干説明したと思うんですけれども、人・

農地プランの存在というのは、令和６年度末までというのは、令和６

年度末までに、これにかわる新しい地域計画というものを作らなくて

はなりませんので、今、農業委員会と農林振興課を中心にしまして、

それぞれ役割分担がされておりますので、新しい計画をつくる準備段

階に入っております。 

そのためには今年度、もう一度農家の方に、アンケートもしなくて

はなりませんので、かなりもう一度手間をかけなくてはならないんで

すが、実態を把握した上で、新しい計画に置き換えていく作業を進め

たいと思っておりますので、人・農地プランと新しい計画の連動性と

か、継続性みたいなものも、少し頭に置いていただきながらこのもの

については捉えていただければというふうに思います。 

あと大規模林道の維持管理につきましては、今まで地元の方にお願

いをして、年間を通してずっと草刈り作業をしていただいてきたとこ

ろでございます。 

非常に単価も安い中で、献身的にやっていただいて、これぐらいの

支出で林道がきれいに管理出来ていたということを考えますと、非常

にありがたかった話ではございますが、４年度まではこの状況で管理

をさせていただいたんですが、皆さん高齢になって、なかなか個人で

行政のお手伝いをすることが難しいというような実態になって、今年
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度からは南予森林組合さんに委託をしているような実態でございま

す。この委託業務につきましては、林道の維持管理の特に草刈りの部

分に対してお金を使わせていただいておりますので、その点またご理

解をいただければと思っております。 

人・農地プランにつきましては、詳細に説明いただきまして、よく

分かったわけでございますが、基本的な農地の利用についてのプラン

というものは、策定をされているようでございます。そういう中で、

今後の松野町の農政を考えた場合には、やはりこういう計画に基づい

た農地の利用等を図っていかなければ、本町の農業の将来はなかなか

難しいんではないかと思います。そういうことから計画も大事です

が、その計画に基づいたその実行ですね、そこら辺はぜひ町や農業委

員会とも連携をとりまして、当然地元が中心の事業でございますが、

そこら辺を十分連携をして、この事業が一歩でも前進していけますよ

う、よろしくお願いをしたらと思います。 

それから林道の維持管理の関係でございますが、具体的に３名の地

元の方で作業をしていただくということが、成果表に説明があったわ

けでございますが、ここへ載っておるのは、林道の日吉松野線と広見

篠山線と２ヶ所の林道関係という説明でございますが、これ４年度ま

では、３名の方に作業をしていただいたという説明でございました

が、５年度からは、森林組合のほうに委託をされるということでござ

いますので、もう実態が変わっておるので、とやかく言うわけではご

ざいませんが、今までは２つの林道をこの３人の方でされよったとい

うことで、理解しとっていいわけでしょうか。 

基本的には奥内地区というか、延野々から奥内の林道を中心に作業

をやってもらってた実態があります。 

というのは、住民の方が使用している部分の維持管理を、なるべく

中心にやりたいということで、向こうが住民の方の通行がございます

ので、あちらのほうを中心にやっていったという実態がございます。

ただ豊岡の方については、部分的には使えますけれども、まだ住民の
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方が使用する段階に至っておりませんので、それとまだ工事も途中で

ございますので、奥内のほうの林道を中心にやっていたという実績が

ございますけれども、それによって支出をした金額がこの金額である

というふうにご理解をいただけたらと思います。 

分かりました。あえて林道の維持管理のことを申し上げたわけでご

ざいますが、ご案内のとおり本町は大変環境の良い地域でございま

す。というのは反面、草が大変生えるわけでございまして、地域住民

にとって草刈り作業は、大変な年間を通じた重労働でございます。そ

ういう中で、林道ではこのように部分的ではございますが、維持管理

をされておる。それから町道につきましては、まだ建設環境課の業務

説明は終わってないのですが、直営班のほうで維持管理をしていただ

いとる町道に対しては、それから一般の農道等については、多面的な

機能支払交付金、そこの農地維持交付金等の何かを活用して、農道等

の管理をしているというのが実態だと思います。そういうことで大変

維持の仕方にも、それぞれの部署や施設によっていろいろなやり方が

あるわけでございますが、とにかく地域にとって、地域住民にとって

は大変草刈り作業というのが大変でございますので、そこら辺も全体

的に一体的に、ひとつどっかの部署で検討をしていただいて、松野町

全体の環境が、草等に対しての環境がよくなるように、ひとつご尽力

をいただいたらありがたいと思います。 

よろしくお願いいたします。 

今の林道の管理の件なんですけれども、ご指摘のとおり、農道、そ

れから町道林道、それぞれやり方が変わっております。それに公共施

設の周辺とか、あるいは人家もあり、本当に除草作業というのは町民

の方に大変な負担になっているというふうに思います。ただこれを全

て行政がやるというのはもう不可能なことでございますので、住民の

皆さんと役割分担をしながら、全般的にどういう支援ができるのか、

例えば、住民の方がボランティアでやっていただくところについて

は、燃料費なり、あるいは消耗品なりを支給していくのか、昔は愛リ
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バー制度とか、河川敷とか県道をそれぞれの住民団体に振り分けて管

理をしていくというやり方もありました。 

そういったものが果たして機能するのかどうか、ちょっとこれは農

林振興課ということではなくて、全庁的に、検討したいと思いますの

で、またお知恵がありましたら、拝借したいと思います。 

私のほうからは、森林環境税について１つ質問があります。 

現在、森林環境譲与というのは出ておりますが、令和６年から個人

住民税均等割で徴収される森林環境税というのが出るそうですが、こ

れも、今出ている環境税と同じように使途目的とか使用区分なんかが

分かれて、ちゃんとそういう目的が出来て交付されるのか、また松野

町にも、交付があるのか、その点をちょっと聞きたいのですがよろし

くお願いします。 

山石議員さんの一般質問のときにも森林環境譲与税の内容が含ま

れておりましたし、もう少し踏み込んだお話なのかなというふうに感

じました。 

森林環境譲与税はちょっと先ほども言いましたが、個人の住民の方

が、税負担をされる森林環境税という税金を払いますと、それを１回

国が徴収をいたしますけれども、それを各市町、県の状況によって再

配分して振り分けてくれる。それが森林環境譲与税になります。 

本来は個人の方が税負担をしないと譲与税の交付は始まらないと

いうのが基本であるんですが、昨今の森林整備の状況を見たときに、

森林環境譲与税は、もう先出しで国が自治体に交付をするということ

で始まっておりますので、交付は令和２年度から始まったというのが

現状でございます。 

それと、一般質問の時にも言いましたように、東日本大震災の復興

税の納付が今年で終わりますので、その税負担に引き継ぐように、税

金の徴収が始まるのは令和６年からということになっております。で

すから個人の方が払われるのは令和６年なんですが、譲与税の交付に

ついては２年から始まっていた。段階的に引上げが行われるんですよ
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ということも説明の中に加えましたが、先出しをして、譲与税を交付

しているという現実もあるので、国のトータルが２００億円のベース

から４００億円、６００億円、来年が満額の交付になるので、国全体

で６００億円の譲与税の交付が始まるということになります。 

ですから、財源としての確保、個人から税金を徴収し、納めていた

だく財源の確保が始まるときに、初めて満額の譲与税の交付が始まる

という仕組みになっておりまして、少しその辺の仕組みが分かりづら

いとこがあったかもしれませんけれども、内容としてはそのような仕

組みで、譲与税の交付が満額で始まります。 

ですから、今、受けている譲与税が、金額の大小は変わりますけれ

ども、仕組みが変わるわけではございませんので、引き続き譲与税を

受けながら、先ほど来ありますように、森林経営管理法に基づく森林

整備、そして担い手の確保・育成に対して、この譲与税を有効に使っ

ていきたいというふうに考えております。 

それでは、採決に移ります。 

ただいま審査しております、認定第１号について、原案のとおり御

承認いただけますか。 

（異議なしの声） 

賛成全員です。 

したがって、認定第１号「令和４年度松野町一般会計歳入歳出決算

の認定について」、農林振興課・農業委員会所管分は、原案のとおり認

定すべきものと決定いたしました。 

 

会議の経過を記載して、その相違ないことを証するためここに署名

する。 

 

 

 令和５年１１月１６日 

  松野町議会産業常任委員会委員長 安西 博文 

 


